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1　 はじめに

　保育士資格の取得に際 しては保育実習が義務

づけ られてお り,保 育実習は保育所 での実習

(以下,「 保育所実習」 とい う。)と,保 育所以

外の児童福祉施設 または知的障害者施設等での

実習(以 下,「 施設実習」という。)が 必要 とさ

れている。一方で,資 格取得 を希望 し,初 めて

実習を経験する学生は,実 習に対 してさまざま

な不安やス トレスを感 じていることが しばしば

指摘されてお り,中 には,精 神的,身 体的不調

に至 り,実 習を中断する者 もいるという。 こう

した現状 を背景に,実 習に対する不安 について

研究が行われてきた。特に,保 育所実習に対す

る学生の不安については,因 子分析により,そ

の構造を分析 した研究がいくつかみられる。た

とえば,長 谷部(2007)は 実習前の不安感につ

いて,指 導案の作成,部 分 ・全 日実習の計画 ・

遂行などに関する不安である 「指導」の因子,

保育現場や子 どもの発達 ・基本的指導について

の事前学習の不足に関する不安である 「事前理

解」の因子,子 どもや実習園の指導者との人間

関係に関する不安である 「人間関係」の因子,

保育技術 を含む実際の具体的な実習活動に関す

る不安である 「活動内容」の4因 子 を指摘 して

いる。 また,高 橋 ら(2007)は 「子 どもとの

コミュニケーションに関する不安」,「保育士 と

しての役割に関する不安」,「実習環境や内容 に

関する不安」の3因 子構造 をなす と指摘 した。

さらに,原(2006)は,子 ども,親,実 習園の

保育士 との関わ り方,接 し方についての不安で

ある 「対人関係」,部 分実習や責任実習 を行 う

ことやその準備 に関する不安である 「部分 ・責

任実習」,実 習日誌 を書 くこと,紙 芝居,絵 本

の読み聞かせなどに関する不安を含む 「日誌お

よび実習内容」,ピ アノの演奏に関する不安であ

る 「ピアノ」の4因 子構造を指摘 している。 ま

た,保 育,教 育,福 祉,看 護,医 療におけるさ

まざまな実習に関する不安の特徴を整理 し,実

習に関する不安は一般的な意味での不安(つ ま

り,漠 然 として対象のはっきりしない不快や恐

れの感情)と は異なり,実 習で行われる内容に

限定される固有の不安が含 まれていることや,

実習で関わる人たちをめぐる対人関係 に関する

不安が,分 野を問わず存在する,と 指摘 してい

る。

　 このように,保 育所実習に対する不安は,対

象 となる児童あるいは保育所で働 く保育士等の

職員との人間関係,実 習生に課せ られる役割や

持つべ き技能(部 分実習等を任せ られること,

日誌を書 くこと,紙 芝居などの実習活動その も

のなど),あ るいはその準備や知識(子 どもの

発達や保育現場に関す る理解 ・知識など)に 関

する不安が中心であるとされている。

　 また,教 育実習のうち,幼 稚園で行われる実

習に関しても,実 習不安の構造の分析が行われ

ている。たとえば,杉 山(2002)は 実習記録簿

をつけることや言葉遣い,保 護者への対応など

の 「接遇 ・マナーなどの社会的コ ミュニケー

シ ョンに関す る因子」,「対 園児コ ミュニケー

ションに関する不安」,「体調維持に関する不安」

の因子を指摘 している。また,碓 氷(2006)は

子 どもの状況に応 じた保育を行 うなどの 「子 ど

もたちへの支援の仕方に関する不安」,「担任 と

の関係及び体調管理に関する不安」,「記録を書
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くことに関する不安」,「準備の内容に関する不

安」,「子 どもたちとの関わりに関する不安」の

各因子を指摘 している。このように,保 育所実

習の場合 と類似 した不安が指摘 されている。

　一方,施 設実習については,田 中ら(1994)

による保育所以外の児童福祉施設を中心とした

施設実習における実習前の不安についての研究

がある。それによると,子 どもとの人間関係,

宿泊実習その ものへの不安,施 設を知 らないこ

とか らくる不安が多 く,次 いで施設児への嫌悪

感や恐怖感,体 力的な不安,保 育士業務への不

安,職 員 との人間関係の不安などを挙げる学生

が多かったことが報告されている。 しか し,施

設実習の実習前の不安に関する研究は乏しく,

不安の構造に言及したものはみあたらない。 さ

らに,施 設実習先の一つに位置づけられている

障害者施設で実習を行う場合の不安 については,

取 り上げられることがほとんどない。障害者施

設での施設実習(以 下,「 障害者施設実習」 と

いう。)は,実 習において関わりをもつ対象が

障害のある成人であること,一 般に,宿 泊実習

という形態をとることなど,保 育所実習とは異

なる面があ り,実 習に対する不安 も違 ったもの

となる可能性がある。

　以上のことを踏まえ,本 研究では主に次の点

を明 らかにすることを目的とした。

1.保 育士養成に係 る障害者施設実習の不安の

　構造を明 らかにすること,お よび保育所実習

　 における不安の構造 との異同を明らかにする

　 こと。

2.障 害者施設実習は障害者施設において障害

　者 と関わる実習であることを踏まえ,障 害者

　 と関わった過去の経験等 と実習における不安

　 との関係を分析すること。

　 なお,保 育所以外の児童福祉施設等で働 く保

育士(「 施設保育士」)へ の関心の強 さと不安 と

の関連についても,あ わせて検討を行う。

皿　 方法

1.調 査対象

　保育士資格取得を希望する本学児童学科学生

で,全 て女性 である。調査年度及 び学年は,

2006年 が2年 生91名,3年 生2名 の計95名,

2007年 度が2年 生92名,3年 生9名 の101名 で

あ り,計196名 を対象 とした。なお,両 年度と

も調査同年8～9月 に,学 生とっては初めての

実習である保育所実習を体験 している。

2.調 査時期

　2006年11月,2007年10月 。施設実習の2～3ヶ

月前の時期である。施設実習オリエ ンテーショ

ンの時間に,施 設実習の概要 を説明 した上で実

施 した。なお,調 査時点では学生に実習先の施

設は通知されておらず,知 的障害者施設等で実

習を受けることを前提 として回答を求めた。

3.調 査項目

(1)「障害者施設実習に対す る不安」に関する質

　問項 目

　調査年次以前に行われた障害者施設実習の事

前事後指導において学生からあげられた不安を

参考に,23項 目を設定 した。回答は7件 法で求

め,回 答結果は 「1.全 く心配はない」～ 「7.

非常に心配である」 に1～7点 を配点し,分 析

に用いる。

　また,23項 目以外で不安に思うことについて

は,自 由記述欄に記述するよう求めた。

(2)「障害児 ・者 との関わり等の経験」に関する

　質問項目

　障害者観3?,4}に関する研究を参考に,日 常生活

の場面での経験,学 校生活などでの交流の経験,

ボランティアの経験,TV等 の視聴 による間接

的な関わ りの経験のほか,ネ ガティブ場面の体

験,ポ ジティブな場面の体験の有無や程度を問

う8項 目を設定 した。回答は5件 法で求め,回

答結果は 「1.全 くない」～ 「7.よ くある」

を1～5点 に得点化 し,分 析 に用いる。

(3)「施設保育士の希望」に関する質問項目

　障害児施設等で働 く 「施設保育士」をどの程

度希望するかについて尋ねる項 目である。回答

は5件 法で求め,回 答結果は 「1.全 く関心が

ない」～ 「5.関 心がある」を1～5点 に得点

化 し,分 析に用いる。
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Table　1「 施設実習に対する不安」の質問項 目の平均 と標準偏差 (N=172)

質　問　項　目 M.S.D

Ql_1

Q1_2

Q1_3

A

Q1_5

A　 ・

Q1_7

A　 ・

A　 ・

Q1_10

Q1_11

Q1_12

Q1_13

Q1_14

Q1_15

Q1_16

Q1_17

A

Q1_19

Q1_20

Q1_21

Q1_22

Q1_23

利用者のや りたいこと,や りたくないことなどの意思を把握すること

利用者に対する食事や更衣などの生活上の世話 をすること

利用者と一緒に余暇時間を過ごす こと

利用者に対 して,し てほしいことを指示すること

利用者に対 して,し てはいけないことを注意すること

利用者と仲良 くなること

施設で宿泊すること

大人である利用者に対 して支援す ること

実習中,自 分の体調を管理すること

実習中,早 出遅番等のスケジュールに自分の生活の リズムをあわせること

実習中,施 設の食事を摂 ること

実習日誌を書 くこと

実習中,1人 になる時間 ・空間がないこと

「障害の原因や症状」に関する自分の知識の程度

「施設」に関する自分の知識の程度

「施設で働 く福祉専門職」に関する自分の知識の程度

実習の出来について施設側に評価 を受けること

施設の職員と会話をした り,休 憩時間を一緒に過ごす こと

10日間連続 して実習に取 り組むこと

指導員の考えが納得できないときに,自 分の思っていることを伝 えること

重複障害のない知的障害児 ・者に対応すること

自閉症を伴 う知的障害者児 ・者 に対応すること

男性の障害者 に支援を行うこと

5.512

5.628

4.558

5.250

5.564

4.552

4.651

5.599

4.314

4.291

3.308

5.105

4.343

5.907

5.919

5.977

5.337

4.279

4.779

4.919

5.203

5.314

5.314

1:・:

0.974

1.191

　 ×11

1.027

1.181

1.469

0.941

1.309

1.409

1.464

1.233

1.403

0.832

0.783

0.772

1.061

1.281

1.288

1.100

1.020

1.006

1.152

Table　2「 経験」の質問項目の平均 と標準偏差 (N=172)

質　問　項　目 M　 　S.D

Q3_1

Q3_2

Q3_3

A

Q3_5

A　 　 ・

Q3_7

A

学校や 日常場面で障害児 ・者 に手助け等 をしたことがある

今まで,障 害児 ・者 と交流 したことがある

他者が障害児 ・者をか らかった り,い じめている場面をみたことがある

ボランティアとして障害児 ・者に継続 して支援を行 ったことがある

障害児 ・者の行動等に接 して,感 動 したことがある

障害児者 をテーマ とした本,テレビ番組 映画等を読んだ りみたことがある

他者の障害児 ・者への対応 を見て,感 動したことがある

今まで,障 害児 ・者施設を訪問 したことがある

3.227

3.866

2.785

1.913

3.192

4.163

3.512

2.326

1.135

0.764

1.212

1.213

1.151

0.673

1.034

1.434

皿　 結果

　回収率 は96.9%で,分 析 は,回 答 に不備 の

あったものを除 く172名 を対象とした。

1.「 障害者施設実習に対する不安」に関する

　質問の結果(Table　 1)

　全項 目の平均点 は5.027で あ り,今 回取 り上

げた質問項 目に関しては全般的に不安 を感じる

傾向にある。各質問項 目をみると,よ り不安が

強い項目は 「Q1_16.『 施設で働 く福祉専門職』

に関する自分の知識の程度」(5.977),「QLI5.
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『施 設 』 に 関 す る 自分 の 知 識 の 程 度 」(5.919),

「Q1_14.『 障 害 の 原 因 や 症 状 』 に 関 す る 自分 の

知 識 の 程 度 」(5.907)な ど,障 害 や 施 設 な どの

「知 識 」 に 関 す る も の で あ る 。 一 方,も っ と も

不 安 が 弱 い 項 目 は 「Q1_11.実 習 中,施 設 の

食 事 を摂 る こ と」(3。308)で あ り,「Q1_18.

施 設 の 職 員 と会 話 を した り,休 憩 時 間 を一 緒 に

過 ご す こ と」(4.279),「Ql_10.実 習 中,早 出

遅 番 等 の ス ケ ジ ュー ル に 自分 の 生 活 の リ ズ ム を

あ わせ る こ と」(4.291),「Q1_9.実 習 中,自

分 の体 調 を管 理 す る こ と」(4.314),「Ql_13.

実 習 中,1人 に な る 時 間 ・空 間 が な い こ と」

(4.343)な ど,実 習 中 の生 活 面 に 関 係 す る 項 目,

体 調 管 理 に 関 す る も の が 続 く。 また,標 準 偏 差

が 大 きい もの は 「Q1 _7.施 設 で宿 泊す る こ と」

(1.496)や 「Q1_11.実 習 中,施 設 の 食 事 を摂

る こ と」(1.464)な ど で あ り,他 の 項 目に 比 べ

こ れ ら は不 安 の 程 度 が ば らつ きや す い こ とが わ

か る。 逆 に,標 準 偏 差 が小 さ い もの は 「Q1_16.

『施 設 で働 く福 祉 専 門 職 』 に 関 す る 自分 の 知 識

の 程 度 」(0.772),「Ql」5.『 施 設 』 に 関 す る

自分 の 知 識 の 程 度」(0.783)な ど 「施 設 」 に 関

連 す る項 目で あ る。 知 識 に 関 して は,得 点 お よ

び 標 準 偏 差 か ら,学 生 全 般 が 不 安 に 感 じて い る

項 目で あ る こ とが わ か る。

　 なお,自 由記 述 欄 に は2名 が 記 入 した が,内

容 は設 定 した 項 目 と重 複 す る もの で あ っ た 。

2.「 障 害 児 ・者 との 関 わ り等 の 経 験 」 に 関 す

　 る質 問 の 結 果(Table　 1,2)

　 全 項 目の 平 均 点 は3.123で あ り得 点 中央 値 に

近 い 結 果 と な っ た 。 しか し,各 質 問 項 目 を み る

と得 点 に偏 りの あ る 項 目が 多 い こ とが わ か る 。

経 験 頻 度 が も っ と も高 い 項 目 は 「Q3_6.障

害 児 ・者 を テ ー マ と した本,テ レ ビ番 組,映 画

等 を読 ん だ り,み た こ とが あ る」(4.163)で あ

り,次 い で 「Q3_2.今 ま でJ障 害 児 ・者 と

交 流 した こ とが あ る」(3.866)と な る。 こ の2

項 目に つ い て は,経 験 が 「全 くな い 」,「あ ま り

な い」 と 回答 した 者 は そ れ ぞ れ1割 程 度 で あ り,

ほ とん ど の学 生 は何 らか の 経 験 が あ る とい え る。

逆 に,も っ と も得 点 が 低 い もの は 「Q3_4.ボ

ラ ンテ ィ ア と して 障 害 児 ・者 に継 続 して 支 援 を

行ったことがある」(1.963),「A　 　 .今 まで,

障害児 ・者施設 を訪問したことがある」(2.326)

である。この2項 目では,経 験が 「全 くない」

学生がそれぞれ約半数を占めている。

3.「 施設保育士の希望」に関する質問の結果

　施設保育士に強い関心 を示す学生は少ないも

のの,関 心を持 っている学生(「 関心がある」,

「少 し関心 がある」 と回答 した者,そ れぞれ

N=13,Nニ52)と 関心がない学生(「 あまり関

心がない」,「全 く関心がない」 と回答した者,

それぞれN=50,Nニ22)の 割合は,ほ ぼ同程度

であった。

4.「 障害者施設実習に対 する不安」の因子分

　析(Table　 3)

　 「障害者施設実習に対する不安」に関する質

問項 目の得点を用いて,主 因子法,プ ロマ ック

ス回転による因子分析 を行った。固有値1以 上

を基準 として因子数 を決定 し,5因 子を抽出し

た。抽出した因子について,因 子負荷量0.400

以上の項 目により解釈 を行 った。第1因 子は

「Q1_22.自 閉症を伴う知的障害者児 ・者に対

応すること」,「Q1 _23.男 性の障害者に支援を

行 うこと」,「Q1_21.重 複障害のない知的障

害児 ・者に対応すること」など5項 目が所属 し

ている。内容をみると,実 習において対応 ・支

援する対象である利用者の属性(自 閉症,知 的

障害,男 性,大 人)に ついての不安であると考

えられた。 したがって,第1因 子を 「対象者に

関する不安」 とした。この第1因 子の寄与率は

32%を 越えている。第2因 子は 「Q1_15.『 施

設』に関する自分の知識の程度」,「Ql_16.

『施設で働 く福祉専門職』に関する自分の知識

の程度J,「Q1_14.『 障害の原因や症状』に関

する自分の知識の程度」の3項 目で構成されて

いる。いずれも障害や施設に関連する知識につ

いての不安であることから,第2因 子 を障害等

の 「知識に関する不安」 と命名 した。第3因 子

は 「Q1_12.実 習 日誌 を書 くこと」,「Q1_17.

実習の出来について施設側 に評価 を受けるこ

と」,「Q1 _18.施 設 の職員 と会話を した り,

休憩時間を一緒に過 ごすこと」,「Ql_19.10日

間連続 して実習に取 り組むこ と」,「Q1_20.
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Table　3「 施設実習に対する不安」の因子分析

因　子
質 問 項 目

1 2 3 4 5
共通性

Q1_22

Q1_23

Q1_21

Q1_6

A

自閉症を伴 う知的障害者児 ・者に対 応す ること

男性の障害者 に支援を行 うこと

重複障害のない知的障害児 ・者に対応す ること

利用者 と仲良 くなる こと

大人である利用者に対 して支援する こと

0.93

0.72

0.70

0.45

0.43

Q1_15

Q1_16

Q1_14

「施設」に関す る自分の知識 の程度

「施設で働 く福祉専門職」 に関する 自分の知識の程度

「障害の原因や症状」に関す る自分の知識の程度

0.03

0.02

0.03

　 11・

-0
.04

0.13

-0
.15

0.15

一 〇
.11

0.02

0.00

0.11

0.08

一 〇
.04

0.05

11.

0.17

0.19

一 〇
.06

-0
.09

　 11.

0.16

-0
.07

0.70

0.513

0.600

0.484

0.441

0.96

0.90

!.・

Q1_12

Q1_17

Q1_18

Ql_19

Q1_20

Q1_13

実習 日誌 を書 くこと

実習 の出来について施設側 に評価 を受けること

施設の職員と会話をした り、休憩時間を一緒に過ごすこと

10日 間連続 して実習 に取 り組 むこと

指導員の考えが納得できないときに、自分の思っていることを伝えること

実習中、1人 になる時間 ・空 間が ないこ と

一〇
.23

　 11.

　 0.25

　 0.10

-0
.04

　 0.07

　 11・

o.lo

-0
.10

0.03

-0
.05

0.04

o.ol

O.01

0.01

一 〇
.05

-0
.02

　 0.06

0.04

0.07

-0 .05

1・

0.847

0.790

Q1_5

A

Q1_1

利 用者 に対 して、 して はい け な い こ とを注 意 す る こ と

利 用者 に対 して 、 して ほ しい こ とを指 示 す る こ と

利用者のやりたいこと、やりたくないことなどの意思を把握すること

o.02

0.13

11'

一 〇
.03

-0
.04

　 0.15

0.82

0.73

0.63

0.63

0.49

0.41

o.00

0.02

-0 .05

　 0.16

　 0.06

-0
.19

-0
.14

　 0.12

-0
.14

0.80

0.75

0.48

一 〇
.09

-0
.12

　 11・

0.13

0.02

0.31

一〇
.03

　 11・

o.ii

0.569

0.475

0.437

0.531

0.279

0.421

Q1_9

Q1_10

Q1_7

実 習 中、 自分 の体 調 を管 理 す る こ と

実習中、早出遅番等のスケジュールに自分の生活のリズムをあわせること

施 設 で宿 泊 す るこ と

一 〇
.03

-0
.20

　 0.02

一 〇
.02

　 0.14

‐o
.lo

一 〇
.11

　 111

　 0.36

一 〇
.06

0.13

0.07

0.624

0.669

0.408

0.91

0.75

0.42

0.668

0.560

0.535

Q1_2

Q1_3

Q1_ll

利用者に対する食事や更衣などの生活上の世話をすること

利用者と一緒 に余暇時間 を過 ごすこ と

実習中、施設の食事 を摂 ること

0.26

0.36

0.31

‐o
.ol

　 11・

　 0.03

一〇
.03

　 0.07

　 0.07

　 0.29

　 0.26

-0
.11

0.03

0.21

0.35

0.236

0.486

0.321

寄与率(%)

α係数

32.235

　　0.83

9.409

0.94

6.877

0.so

3.031

0.77

2.879

0.76

54.432

(累 積)

指 導 員 の 考 え が 納 得 で き な い と き に,自 分 の

思 っ て い る こ と を伝 え る こ と」,「Ql _ユ3.実 習

中,1人 に な る 時 間 ・空 間 が な い こ と」 な ど6

項 目で構 成 さ れ て い る。 内 容 を み る と,実 習 日

誌 作 成 や 評 価 を 受 け る こ とな どの 実 習 生 で あ る

こ とか ら生 じる 義 務,実 習 生 活 に 関 す る こ と,

職 員 との コ ミュ ニ ケ ー シ ョン な ど,い くつ か の

領 域 の 不 安 が複 合 して構 成 さ れ て い る よ う に思

わ れ る 。 こ こ で は,因 子 負 荷 量 が 高 い 項 目

(Qユ_12,Q1_17)か ら,「 実 習 生 と して の 義

務 に関 す る不 安」 と した。 第4因 子 は,「Q1_5.

利 用 者 に対 して,し て は い け な い こ と を注 意 す

る こ と」,「Ql _4.利 用 者 に対 して,し て ほ し

い こ と を指 示 す る こ と」,「QLl.利 用 者 の や

りた い こ と,や りた くな い こ とな どの 意 思 を把

握 す る こ と」 の3項 目が 所 属 して い る。 いず れ

も利 用 者 へ 働 きか け る こ と につ い て の 不 安 に 関

連 して い る と判 断 し,第4因 子 を 「働 きか け に

関 す る不 安 」 と し た 。 第5因 子 は 「Ql_9.

実 習 中,自 分 の 体 調 を管 理 す る こ と」 な ど3項

目で 構 成 され て お り,「 体 調 管 理 に 関 す る 不 安 」

と した 。 な お,Q1 _2,3,　 llに つ い て は い ず

れ の 因子 に 対 して も負 荷 量 は低 い 。5因 子 そ れ

ぞ れ の α係 数 は0.94(第2因 子)～0.76(第5

因 子)を 示 して お り,い ず れ も内 的 整 合 性 は 保

た れ て い る と考 え られ た。
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Table　 4　 経 験 間 の相 関

Q3_1　 　Q3_2　 　Q3_3　 　Q3_4　 　Q3_5　 　Q3_6　 　Q3_7　 　Q3 _8

Q3_1

Q3_2

Q3_3

A

Q3_5

A　 ・

Q3_7

0.514*** 0.342***

0.247聯

　o.los

　O.095

-0 .041

0.307***　 　 0.166*　 　　　0.229**

0.189*　 　　 0.304***　 　 0.124

0.135　 　　　0.079　 　　　0.149

0.351***　 　 0.103　 　　　0.264***

　 　 　 　 　 0.201**　 　　0.369***

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　0.392***

0.102

0.173*

0.027

0.258**

0.050

0.108

0.041

*P<0.05　 　**P<0.01　 ***P<0 。001

Table　5　 経験 ・施設保育士への関心の程度 と不安 との相関

不安因子 経験の質問項目

Q3_1　 Q3_2　 Q3_3　 Q3_4　 Q3_5　 Q3_6　 Q3_7　 Q3_8

第1因 子 一 〇.280***-0.224**-0.190*

第2因 子 一 〇.125　 -0.050　 -0.182*

第3因 子 一 〇.175*-0.214**-0.058

第4因 子 一 〇.251**-0.227**-0.156*

第5因 子 一 〇.041　 -0.118　 0.022

一 〇
.262**　 -0.295***-0.174*

-0
.095　 　-0.131　 　-0.042

-0
.031　 　-0.185*　 -0.194*

-0
.216**　 -0.193*　 -0.114

-0
.035　 　-0.036　 　-0.184'

一 〇
.248ホ ホ　ー0.059

-0
.138　 　-0.088

-0
.214**　 -0.001

-0
.251**　 -0.076

-0
.186`　 　　0.011

施設保育士
への関心

Q4
一 〇

.049

　 0.013

‐o
.077

-0
.020

-0
.101

*P<0.05　 　**P<o.of　 ***P〈0.001

5.「 障害者施設実習に対する不安」と経験等

　との関係の分析

(1)経 験間の相関(Table　 4)

　経験 に関す る8項 目間の相関関係(Table　 4)

をみると多 くの項 目間に有意な相関が認められ

る。障害者 と関わる機会について注 目すると,

「Q3_1.日 常場面等での手助け等の経馬剣,

「Q3_2.障 害児 ・者との交流経験」と 「Q3_6.

TV等 の視聴経験」には,そ れぞれ有意な正の

相関がある。 したがって,障 害のある人 と関わ

る機会の多い人は,直 接的 ・間接的かを関わら

ず,さ まざまな形で障害者 との接触機会をもつ

傾向があ り,逆 に,関 わる経験が少ない人はそ

れとは反対の傾向を示すといえる。また,そ う

した機会 と障害者の行動や障害者に対する他者

の行動 に感動す るような体験(Q3 _5,7),
"か らかい"な どの目撃経験(Q3

_3)に も有

意な正の相関が認められる。一方,ボ ランティ

ア経験(A　 　 )は,障 害者 と関わる機会に関

係するQ3_1,2,6と の関係や,"か らかい"

な どの 目撃 経 験(Q3_3)と の 関係 は 認 め られ

な い 。した が っ て,ボ ラ ンテ ィア 経験 は,Q3_1,

2,6な ど とは や や 異 な っ た もの で あ る と と ら

え られ る 。 また,施 設 を訪 問 した経 験(Q3 _8)

は 他 の 項 目 との 関連 は 弱 く,ボ ラ ンテ ィ ア経 験

(Q3_4)と 交 流 経 験(Q　 3_2)の2つ に 関 し

て の み 有 意 な 正 の相 関 関 係 が 認 め られ た 。

(2)不 安 と経 験 の相 関(Table　 5)

　 経 験 の頻 度 と不 安 の 強 さ は全 般 に 負 の 相 関 を

示 し てお り,経 験 が 多 い 場 合 に は不 安 が 低 減 す

る傾 向が あ る。 不 安 因 子 別 に経 験 との 関 係 を み

る と,第1因 子(対 象 者 に 関 す る 不 安),第4

因 子(働 きか け に 関 す る 不 安)は,い ず れ も経

験 の 多 くの 項 目 と負 の 相 関 関係 が あ るが,そ の

うち6項 目(Q3 _1,Q3_2,　 Q3_3,　 Q3_4,

Q3_5,　 Q　3_7)は 両 群 に 共 通 して お り,類

似 した傾 向 を示 して い る。 第3因 子(実 習 生 と

して の義 務 に 関す る 不 安)も 経 験 の5項 目 と負

の 相 関 関係 が 認 め られ,第1,4因 子 に類 似 し

た 傾 向 が 示 さ れ て い る 。 第3因 子 で は,特 に,
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Table　6　 不安を従属変数 とする重回帰分析(Stepwise法)

Fl　 対 象 者F2　 知 識 　 F3:義 務F4:働 きかけF5:体 調管理

Q3_1

Q3_2

Q3_3

A

Q3_5

A

Q3_7

A

日常場面での手助け

交流
"か らかい"目 撃

ボランティア

障害者感動

TV等 視聴

他者感動

施設訪問

0.209**

0.181*

0.167*

0.182**

0.191*

0.190*

0.197**

0.151*

0.166* 0.186*

　　　　　R2

自由度調整済みR2

0.155***

0.140

0.033*

11

0.081**

o.070

0.124***

0.108

0.035'

0.029

*P<0.05　 　**P<0.01　 ***P<0 .001

交流の経験(Q3_2),他 者の障害者 に対する

行動に対 して感動 した経験(Q3_7)と の関係

が強い。一方,第2因 子(知 識に関する不安),

第5因 子(体 調管理に関する不安)に ついては,

経験 との関係は,他 の因子に比べ弱い傾向にあ

る。経験 の項 目別にみると,"か らかい"目 撃

経験(Q3_3),　 TVの 視聴等 による間接的な

関わ りの経験(A　 ・)は 他の項 目に比べ不安

との関係は弱 く,ま た,施 設訪問経験(Q3 _8)

は,不 安のどの因子 とも関係が認め られなかっ

た。

(3)経 験が不安に及ぼす影響(重 回帰分析)

　障害のある人 と関わった経験の うち,ど のよ

うな経験が実習不安 にどの程度の影響 を及ぼし

ているのかを分析す るため,不 安の各因子を従

属変数,Q3_1～A　 　 の経験を独立変数と

す る重回帰分析(ス テップワイズ法)を 行った。

不安は因子得点を,経 験は項目得点を分析に用い

たが,経 験に関しては,結 果の解釈に混乱が生じ

ないよう項 目得点 を逆転(5点=1点 ～1点=

5点)し た上で利用 した。分析の結果(Table　6),

第1因 子(対 象者に関する不安)に 関しては,

有意な標準偏回帰係数を示すものは 「Q3_1.

日常場面等での手助け等の経験」,「A　　 .ボ

ランティア経験」であ り,障 害者に支援を行っ

た経験がこの不安 と関係すると推測 される。ま

た,障 害者 自身の行動 に対 して感動 した経験

(Q3_5)と の関連 も示されている。第4因 子

(働きかけに関する不安)も 同様 に,Q3_1,

Q3_4の 障害者に支援を行った経験が不安の増

減に関係すると考えられるが,第1因 子の不安

と異な り,「Q3 _7.他 者の障害者の行動に感

動 した経験」 との関係が強いことがわかる。第

3因 子(実 習生 としての義務に関する不安)で

は,「Q3_2.交 流の経験」,「Q　3_7.他 者の

障害者の行動に感動 した経験」と有意な関係が

認められ,実 際に支援を行った経験 より交流や

他者の行動に関す ることが影響を与えると考え

られる。なお,第2因 子(知 識に関する不安),

第5因 子(体 調管理に関する不安)に ついては,

第2因 子が 「Q3_3."か らかい"目 撃経験」,

第5因 子が 「Q3 _7.他 者の障害者の行動 に

感動 した経験」 と,有 意な関係が認められたの

はそれぞれ1項 目のみであった。項 目別にみる

と,「Q3 _7.他 者の障害者の行動 に感動 した

経験」がもっとも多 くの因子と関係 してお り,

次にQ3 _1,　 A　 　 の障害者に支援を行った

経験が続 く。逆に,「Q3_6.　 TV等 の視聴経験」,

「Q3_8.施 設訪問の経験」は因子 と有意な関

係は認め られなかった。

(4)「障害者施設実習に対する不安」 と施設保育

　士に対する関心の程度との関係

　施設保育士に対する関心の程度 を問う設問

(Q3_8)の 得点と不安因子の因子得点との相

関をみたが,有 意 な相関は認め られなかった

(Table　5)。 また,施 設保育士の関心について,
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「1.全 く関心がない」,「2.あ まり関心がない」

と答 えた者を低 関心群(N=72),「4.少 し関

心がある」,「5.関 心がある」 とした者 を高関

心群(N=65)と し,2群 問での不安因子1～5

の因子得点の差について,分 散分析 により検討

した。この結果,い ずれの因子に関 しても両群

問の有意な差は認め られなかった。

N　 考察

1.「 障害者施設実習に対す る不安」の構造と

　保育所実習における不安との異同について

　保育士資格の取得を希望する学生の障害者施

設実習に対す る不安は5因 子構造であった。因

子は,実 習において支援の対象 となる者の属性

(障害,成 人,男 性 など)に 関 して持つ不安,

つ まり,「対象者に関する不安」(第1因 子),

障害や施設 についての 「知識に関す る不安」

(第2因 子),実 習生 として施設で生活 し,日 誌

を書 く,評 価 を受けるといった 「実習生の義務

に関する不安」(第3因 子),対 象者(障 害者)

の意思を把握 し,支 援 を行 うといった 「働きか

けに関する不安」(第4因 子),宿 泊実習を継続

し,早 出 ・遅出などに対応 してい く上での 「体

調管理 に関する不安」(第5因 子)で あった。

保育所実習に伴って生 じる不安 と比較すると,

もっとも特徴的な相違は,支 援対象者に関して

の不安(第1因 子),障 害に関する知識について

の不安(第2因 子)が 存在す るという点である。

保育所実習の不安に関する先行研究では,実 習

生が支援対象者(こ の場合は 「子 ども」)に 関

して持つ不安 は,子 どもとのコミュニケーショ

ンや子 どもへの働 きかけが適切にできるかとい

うものが中心であ り,知 識に関係する不安 も,

保育技能や部分 ・全 日実習の遂行のための準備,

子どもの発達過程に関する知識などについての

不安である。障害者施設実習にみられる第1,

2因 子の不安は,支 援対象者の属性 に関係する

不安であ り,保 育所実習の場合 とは明 らかに性

質が異なる。 したがって,こ れ らは,保 育士養

成を目的とした障害者施設での実習に際 して生

じる特有の不安であると指摘で きる。こうした

因子が抽出されるのは,障 害者施設実習は保育

士が一.に 対象とする児童 とは異なる属性を持

つ人たちと関わる実習であることに起因すると

いえよう。なお,児 童養護施設等の児童福祉施

設で行われる施設実習についての先行研究7)で

は,不 安の因子構造についての検討は行われて

いないものの,対 象児や施設 に関係 した不安が

生 じることが指摘されている。詳細な分析は今

後の課題 となるが,学 生が児童養護施設等で関

わる児童 を保育所の児童 とは異なる属性をもつ

児であると認識する場合には,障 害者施設実習

でみ られた 「対象者の属性」 に関する不安や,

対象に係る 「知識」についての不安などが存在

するといった,類 似 した因子構造 となる可能性

があると思われる。

　そのほかの第3,第4,第5因 子は,保 育所

実習に対する不安の先行研究においても同様の

因子が認められる。したがって,第1,2因 子

以外の不安は,実 習先の種類 ・性格に関わらず

保育士養成を目的とした実習において共通に生

じる不安であるととらえることができる。なお,

先行研究7)で指摘された宿泊を伴 う実習である

ことについての不安は,体 調管理や生活リズム

の不安 と類似 した不安 として第5因 子に所属 し

ている。また,項 目得点平均 と標準偏差からみ

て不安 としては強いとはいえず,個 人差が生 じ

やすいものであると思われる。

2.「 障害者施設実習に対する不安」と経験と

　の関係 について

　経験 と不安の相関関係全体の傾向として,経

験が多いほど不安が少ないという負の相関が認

められ,い くつかの経験が不安の増減に有意に

寄与 していることがわかった。

　不安の内容 と経験 との関係に注 目すると,第

1因 子と第4因 子は経験 との相関の様相が類似

する傾向にある。つ まり,対 象者 に関 して(第

1因 子),働 きかける(第4因 子)と いうそれ

ぞれの不安は,類 似 した経験の影響によって増

減す ると考えられる。重回帰分析の結果,共 通

して影響を与える経験は,実 際に障害のある人

に支援 した体験(Q3 _1,　 A　 　 )で あった。

この結果 自体はきわめて自然なことであると考

えられるが,Q3_1と 相関が認め られる交流の
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経験やTVの 視聴等によって間接的に障害者 と

関わった経験 は,不 安には有意な影響を与えて

いない。障害者施設実習の事前指導などで も,

これ らの経験ができるような機会を設けること

があると思われる。 しか し,今 回の結果は,そ

うした交流等の経験 は,第1,4因 子の不安の

軽減には直接寄与するものではないことを示 し

ている。次に,第1因 子 と第4因 子の相違は,

第1因 子が障害者 自身に対 して感動 した経験

(Q3_5)と の関連が認められるのに対 して,

第4因 子は 「Q3_7.他 者の障害者に対する行

動に感動 した経験」 と有意な関係があるという

点であった。障害者の行動に感動 した経験 に

よって障害者に対する肯定的な意識や態度が形

成されるであろうし,他 者の障害者に対する行

動に感動 した経験 によって障害者に働 きかける

方法を理解 し,働 きかけようとする意欲が向上

すると考えることができる。そのため,こ れら

の経験が多いことが不安の低減に関係するとい

える。そうしたとらえ方からみれば,こ の結果

もごく当然のことであると思われる。ただ,他

者の障害者に対する行動に感動 した経験につい

ては,単 に適切 な働 きかけの方法を観察 し,学

ぶという経験ではな く,「感動」した体験である。

このことを考えると,障 害者の行動に感動 した

経験 と同様に,障 害者に対する意識や態度その

ものに肯定的な変化が生 じている可能性 もある。

その意識 ・態度の肯定的な変化が障害者に働 き

かけることについての不安を低減させるという

推測である。感動 した経験 とは,障 害者 と関

わった経験について,そ の経験の 「質」 を表現

したもの ととらえることができよう。障害者観

に関する研究では,こ うした 「体験の質」 は,

障害者に対す る意識 ・態度の形成に意味 を持つ

こと,ま た,よ い 「体験の質」 は障害者観を肯

定的に変えることが示唆されている3)・4)。今回の

分析では,他 者の障害者に対する行動に感動 し

た経験は5因 子中3因 子の不安の低減に寄与 し

ている。 このことは,そ うした経験は働 きかけ

方の習得をした という経験以上の体験であった

ことを示唆 している。さらに,障 害者や他者の

行動に感動 した体験 を得 られるような機会を意

図的に設けることによって,第1,4因 子の不安

を軽減する可能性も窺える。たとえば,「Q3_5.

障害者自身に対 して感動 した経験」は 「Q3_2.

交流の経験」と,「Q3 _7.他 者の障害者の行

動に感動 した経験」 は 「Q3_6.　 TV等 の視聴

経験」や 「A　　 .施 設訪問」 と,そ れぞれ有

意な相関がある。つまり,そ れ らの経験 に伴っ

て感動を体験 していると考えられる。したがっ

て,事 前指導などでTV等 の視聴や施設訪問の

機会を設ける際に,感 動する体験が得られるよ

うな工夫ができれば,不 安の低減につながる可

能性がある。交流の経験やTV等 の視聴経験,

施設訪問などは,そ の経験 自体は第1,4因 子

の不安軽減に寄与するものではないが,そ の経

験の質を高めることによって不安軽減の効果 を

期待で きると思われる。

　 第3因 子では,「Q3_2.交 流の経験 」,

「Q$_7.他 者の障害者の行動に感動した経験」

と有意な関係が認められた。第3因 子は,施 設

での実習生活や実習中に日誌を書 くこと,実 習

生として評価 を受けることなどの不安を表 して

お り,第1,第4因 子のような障害者 と関わる

ことについての不安 とは異なるものである。こ

のため,実 際に支援を行った経験 との関係は弱

いと考えられる。したがって,Q3 _2,　 Q3_7

といった経験が この不安の程度に影響を及ぼす

理由は明確ではない。第3因 子 は,6項 目が所

属 してお り,い くつかの不安の要素が複合 した

因子であるととらえられるが,そ れが影響因 と

の関係 を解釈 しに くくしているとも考えられる。

寄与が認め られる経験の一つに他者の障害者の

行動に感動 した経験があることか ら,第4因 子

の場合 と同様に障害者に対する意識 ・態度の肯

定的変容がみ られ,そ のことが不安の低減に関

係 しているという可能性はあろう。たとえば,

施設や施設で過 ごすことに対する不安が低減さ

れるということである。第5因 子(体 調管理の

不安)も 他者の障害者の行動に感動 した経験が

寄与 しているが,こ の場合 も同様に,施 設や施

設で過ごすことに対する不安の低減があ り,そ

れが体調管理の不安の軽減に関係 しているか も

しれない。 しかしなが ら,第3因 子 をはじめ,
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第2因 子(知 識),第5因 子 と経験 との関係は,

さらに検証 してい く必要がある。特に,第2,

5因 子 に関 しては,重 回帰分析の決定係数が き

わめて小 さいことから,経 験の項 目の精査 ・再

構成が必要となろう。

　 なお,障 害に関係する知識 については,先 行

研究では障害者に対する意識 ・態度の重要な形

成要因ととらえられている。たとえば,知 識の

獲得は態度の変化に関与すること,さ らに知識

は経験 と結合することによって態度変容に大 き

な影響 を与えること3)が指摘 されている。今回,

調査対象 となった学生は,項 目得 点をみる と

Q3_1,Q3_2,　 Q3_6な どの経験 は多 く

持 っている。 しかし,同 時に知識に関する不安

が強い。 このような場合には,知 識を投与する

ことによって障害者に対する意識 ・態度がさら

に肯定的に変容する可能性が窺われる。さらに

その結果 として,実 習に対する不安の軽減が期

待で きると思われる。
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